
※ トラブル防止のため、郵送での受付は致しませんので、ご了承下さい。

※ 払戻手続には、お手数ですが残枚数をご確認のうえ、お越しください。

※

※

■ながさき出島道路管理事務所
〒 851-0253   長崎市早坂町1145 ☎　095-821-4500

■ながさき女神大橋道路管理事務所
〒 850-0076   長崎市木鉢町1丁目159-5 ☎　095-865-4184

■長崎県道路公社（総務部）
〒 850-0035   長崎市元船町17-1 長崎県大波止ビル5F ☎　095-823-2600

ホームページ　http://www.nagasaki-dourokousha.or.jp/

窓口で担当職員が枚数の確認をするため、多少のお時間をいただきますので、ご了承下さ
い。

５万円以上の場合は、その場では現金による払戻しは致しません。後日、振込とさせていた
だきますので、ご了承下さい。

2 お問い合わせ先

ながさき出島道路管理事務所

平成30年5月31日限り

８時～１７時

ながさき女神大橋道路管理事務所 （無休）

長 崎 県 道 路 公 社
９時～１７時４５分

（土・日・祝日除く）

払 戻 場 所 払 戻 期 間 受 付 時 間

1 回数券の払戻し

ながさき出島道路の回数券払戻し終了のご案内

長 崎 県 道 路 公 社

　ながさき出島道路につきましては、平成２９年１１月３０日までに回数券
のご利用を終了させていただき、未使用回数券の払戻しを行っているところ
ですが、

平成３０年５月３１日（木）をもって払戻しを終了させていた
だきます。払戻し終了日を過ぎますと払戻しができませんので、回数券をお
持ちのお客様は、お早めにお手続きください。


